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市
立
富
竹
中
学
校
設
置
条
例
等

三
十
九
案
件
を
可
決

六
月
定
例
会

六
月
定
例
会
は
、
六
月
二
十
八
日
に
招
集
さ

れ
、
会
期
を
十

一
日
間
と
決
め
市
長
か
ら
提
出

さ
れ
た
補
正
予
算
、
条
例
の

一
部
改
正
、
請
負

契
約
の
締
結
等
三
十
九
議
案
に
つ
い
て
審
議
し

ま
し
た
。
一
般
質
問
は
各
党
会
派
を
代
表
し
て

堀
内
征
治

(
公
明
党
)
千
野
峰

(
政
友
同
志
会
)

剣
持
庸
雄

(
政
新
会
」

武
川
和
好

(
日
本
共
産

党
)
野
村
義
信

(
政
友
会
)
福
島
勇

(
政
和
会
)

中
込
孝
文

(
社
会
党

・
市
民
連
合
)
の
各
氏
が

行
い
、
市
長
等
に
答
弁
を
求
め
ま
し
た
。
最
終

日
の
本
会
議
で
一
般
会
計
補
正
予
算
及
び
議
員

報
酬
条
例
の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て
反
対
討
論

が
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
当
局
原
案
の
と

お
り
可
決
・
承
認

・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
最
終
日
の
本
会
議
で
副
議
長
選
挙
、

監
査
委
員
の
選
任
、
常
任
委
員
会
の
改
選
、
甲

府
市

・
玉
穂
町
中
学
校
組
合
議
会
議
員
並
び
に

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
議
員
の
補

欠
選
挙
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
意
見
書

一
件
の
提
出
を
決
め
て
七
月
八
日
閉
会
し
ま
し

た。

お
も
な
内
容
・
ペ
ー
ジ

定
例
会
要
旨
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議
会
の
構
成

・
副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ

定
例
会
審
議
日
程
・
議
会
日
誌

0

・
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一
般
質
問
・
定
例
会
質
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要
旨
l
a
l
a
-
-
;
3

一
般
質
問
・
提
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議
案
と
内
容
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一
般
質
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提
出
議
案
と
内
容

反
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論
要
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j
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l
i
-
-
o
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-
l
i
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委
員
会
審
査
の
主
な
内
容

議
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彰
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請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

・
意
見
書

暑
中
見
舞
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新
常
任
委
員
の
紹
介

昭和60年 7月1日現在 世帯数 69，459世帯女 102，460人男 98，174人人口 200，634人



議
会
の
構
成
決
ま
る

副
議
長
に
塩
野
褒
明
氏

(2) 

市
民
の
皆
様
、
私
は
こ
の
た
び
六
月
定

例
市
議
会
に
お
い
て
全
会
一
致
の
ご
推
挙

に
よ
り
、
栄
誉
あ
る
第
七
十
七
代
甲
府
市

議
会
副
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

身
に
余
る
光
栄
と
存
じ
感
激
い
た
し
て

て
お
り
ま
す
。

財
政
事
情
の
厳
し
い
現
今
で
あ
り
ま
す

が
、
来
年
に
せ
ま
っ
た
第
四
十
一
回
国
民

体
育
大
会
の
成
功
を
は
じ
め
、
多
岐
に
わ

た
る
市
民
需
要
に
応
え
つ
つ
、
各
種
大
型

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
期
で
あ
り
、
議
会
に
寄
せ
ら
れ

第 66号

本
定
例
会
最
終
日
に
、
小
林
匡
副
議
長

の
辞
任
に
伴
う
、
副
議
長
選
挙
が
行
わ

れ
、
指
名
推
せ
ん
に
よ
り
第
七
十
七
代
副

議
長
に
塩
野
褒
明
氏
(
政
和
会
)
が
当
選

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
議
会
に
お
け
る
内
部
審
査
機
関

と
し
て
、
議
案
、

請
願
、
陳
情
の
審
査
並

び
に
調
査
を
行
う
た
め
、
条
例
に
よ
り
設

置
を
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
常
任
委
員
会
、

並
び
に
議
会
運
営
に
関
す
る
議
長
の
諮
問

機
関
で
あ
る
議
会
運
営
委
員
会
の
構
成
が

決
ま
り
ま
し
た
。

(
塩
野
褒
明
氏
の
略
歴
)

甲
府
市
新
田
町
十
五
番
五
号

市
議
会
議
員
三
期

総
務
常
任
委
員
会
委
員
長
、
議
会
運
営
委

員
会
委
員
長
、
議
会
選
出
の
監
査
委
員
を
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歴
任
、
六
十
二
歳
。

鵠
齢
委
員
会
十
三
名

委

員

長

副
委
員
長

委

員原

田
上

回

飯

島
早

川

中

西
内

藤

長福

田島

昭

正
八
郎

英

文
勇園久盟

力

千堀鈴宮川

野内木島名

征豊雅正

光幸

※
本
市
議
会
に
は
四
つ
の
常
任
委
員
会

が
あ
り
ま
す
。
改
選
後
の
委
員
会
構
成

は
8
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

さ
つ

甲

府

市

議

会

副

議

長

塩

野

褒

る
市
民
各
位
の
期
待
は
大
き
い
も
の
と
考

え
身
の
引
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
浅
学
非
才
の
私
で
あ
り
ま
す

が
、
議
長
と
と
も
に
公
正
明
朗
な
議
会
運

営
に
努
め
、
伝
統
あ
る
議
会
の
権
威
と
信

頼
を
堅
持
し
つ
つ
皆
様
の
ご
期
待
に
応
え

る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
か
市
民
の
皆
様
に
は
、
議
会
活
動

に
深
い
ご
理
解
と
関
心
を
お
寄
せ
い
た
だ

き
ま
し
て
今
後
と
も
一
層
の
ご
協
力
と
、

ご
叱
声
を
賜
り
ま
す
主
つ
お
願
い
申
し
あ

げ
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

しh

明

鵠
蛤
監
査
委
員
に

堀
口
菊
雄
氏

哉勇

議
会
選
出
の

監
査
委
員
鈴
木

豊
後
氏
の
辞
任

に
伴
い
、
新
た

に
堀
口
菊
雄
氏
を
選
任
す
る
議
案
が
提
出

さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
全
員
異
議
な
く
同

意
す
る
こ
と
と
決
し
ま
し
た
。

(
堀
口
菊
雄
氏
の
略
歴
)

甲
府
市
国
母
五
丁
目
三
番
三
五
号

市
議
会
議
員
二
期

水
道
常
任
委
員
会
委
員
長
、
甲
府
駅
近
代

化
促
進
並
び
に
交
通
問
題
特
別
委
員
会
副

委
員
長
、
甲
府
地
区
都
市
構
想
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
副
委
員
長
を
歴
任
、
五

十
三
歳
。

匝宇治後展剛

甲
府
地
区
広
域
行
政
書
之
量
害

事

務

組

合

識

員

お

H
A
ノ
活
者

常
任
委
員
会
の
改
選
に
伴
い
、
堀
口
菊

雄、

小
林
匡
、

堀
内
征
治
、
小
沢
政
春
、

森
沢
幸
夫
の
各
議
員
が
辞
任
し
、
こ
れ
に

伴
う
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
、
指
名
推
せ

ん
に
よ
り
、
三
井
五
郎
、
福
島
勇
、
鈴
木

豊
後
、

小
林
康
作
、
千
野
峰
、
剣
持
庸
雄

の
各
議
員
が
当
選
し
ま
し
た
。

押
開
問
的
住
腕

前

補

欠

選

挙

常
任
委
員
会
の
改
選
に
伴
い
、
村
山
二

永
、
堀
内
征
治
、
森
沢
幸
夫
の
各
議
員
が

辞
任
し
、
こ
れ
に
伴
う
補
欠
選
挙
が
行
わ

れ
、
指
名
推
せ
ん
に
よ
り
、
鈴
木
豊
後
、

千
野
峰
、
剣
持
庸
雄
の
各
議
員
が
当
選
し

宇品

1
レ
れ
~
。

甲
府
地
区
都
市
構
想
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
の
変
更

本
年
三
月
に
設
置
し
た
甲
府
地
区
都
市

構
想
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
委
員
の

堀
口
菊
雄
、
渡
辺
静
男
の
各
議
員
が
辞
任

し
、
後
任
に
小
沢
綱
雄
、
森
沢
幸
夫
の
各

議
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。

議
会
の
会
派
が
一
部
変
更

市
議
会
会
派
の
政
友
同
志
会
の
所
属
議

員
に
異
動
が
生
じ
、
新
し
い
会
派
の
政
友

会
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
会
派
は
政
友
会
九
名
、
政

和
会
八
名
、
社
会
党
・
市
民
連
合
六
名
、

公
明
党
五
名
、
政
友
同
志
会
五
名
、
政
新

会
三
名
、
日
本
共
産
党
二
名
の
七
会
派
と

な
り
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の

推
せ
ん
に
同
意

本
市
の
人
権
擁
護
委
員
の
う
ち
、
本
年

九
月
十
五
日
を
も
っ
て
任
期
が
満
了
す
る

野
呂
瀬
勝
及
び
依
田
喜
築
の
両
氏
の
後
任

と
し
て
、
薬
袋
武
保
及
び
依
田
喜
祭
の
両

氏
を
推
せ
ん
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

議

会ロハ]

誌

G 

30 25 
日日

8
崎

町

同

月

水
道
委
員
会

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会

5

月

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会

建
設
経
済
委
員
会
(
現
地
視
察
)

8 
日

15 
日

審
議
団
経

6
月刊
ω
日
幽
閉
会

・
提
案
理
由
の
説
明

ω日
附
)
休
会

7
月
1
日
間
}
本
会
議

2
日
附
}
質
疑
及
び
市
政
一
般
質
問

3
日
刷
本
会
議

質
疑
及
び
市
政

一
般
質
問

各
委
員
会
付
託

日
日
制
)
各
常
任
委
員
会

川
口
問
)
休
会

8
日
間
本
会
議

・
各
常
任
委
員
会

報
告

閉
会

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会

建
設
経
済
委
員
会
(
懇
談
会
)

建
設
経
済
委
員
会
(
現
地
視
察
)

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会

水
道
委
員
会
(
懇
談
会
)

6

月

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会

甲
府
地
区
都
市
構
想
に
関
す
る
調

査
特
別
委
員
会

各
会
派
代
表
者
会
議

地
方
行
財
政
対
策
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会

全
員
説
明
会

総
務
委
員
会
(
懇
談
会
)

お
日
議
会
運
営
委
員
会

お
1
7
月
8
日

六
月
定
例
会

16 
日

28 27 21 
日 日日

29 
日

10 
日

14 
日

20 18 
日日

24 
日
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【
問
}
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
構
想
と
、

市
長
の

提
喝
す
る
大
甲
府
市
構
想
は
ど
の
よ
う
な

か
か
わ
り
を
も
つ
か
、
ま
た
、
テ
ク
ノ
ポ

リ
ス
構
想
の
母
都
市
に
つ
い
て
と
の
よ
う

に
考
、
え
る
か
。

【悠ニ

テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
憐
想
は
新
た
な
産

業
展
開
の
絞
と
な
る
先
端
産
業
の
導
入
や

技
術
高
度
化
な
ど
地
域
の
振
興
を
図
る
街

つ
く
リ
計
画
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
各
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
独

自
の
肉
助
努
力
に
よ
っ
て
対
応
策
を
考
え H

E
J
 

:
 

日
l
'

六
月
定
例
会
の
一
般
質
問
は
、
七
月
一
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
、
各
党
会
派
を
代
表
し
て
七
氏
が
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
構
想
、
地
場
産
業
振
興
、

下
水
道
汚
泥
コ
ン
ポ
ス
ト
事
業
、
高
齢
化
社
会
の
老
人
福
祉
対
策
等
、
当
面

す
る
市
政
の
問
題
に
つ
い
て
活
発
な
質
問
を
展
開
し
ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

県
の
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
構
想

広
域
的
行
政
課
題
と
し
て
検
討

(3) 

て
い
る
わ
け
だ
が
、
少
な
く
と
も
甲
府
圏

域
を
形
成
す
る
市
町
村
で
は
、
広
域
的
な

行
政
課
題
と
し
て
と
ら
え
、
テ
ク
ノ
広
域

環
境
道
路
構
想
な
ど
協
議
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
商
工
業
を
は
じ
め
、
産

業
振
興
に
つ

い
て
、

一
体
的
な
対
応
を
考

え
る
な
か
で
、
甲
府
地
区
都
市
構
想
の
地

歩
を
固
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

ま
た
、
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
構
想
の
母
都
市

と
し
て
、
情
報
提
供
機
能
や
文
化
な
ど
高

次
都
市
機
能
の
集
積
を
は
じ
め
、
さ
ら
に

学
術
研
究
、
技
術
開
発
と
い

っ
た
先
進
的

な
機
能
を
も
た
せ
、
「
内
陸
頭
脳
産
業
都

市
」
の
確
立
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

本
市
商
工
業
者
に
多
大
な
メ
リ
ッ
ト
を
も

た
ら
す
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
都
市
計

画
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
見
直
し
な
ど

母
都
市
と
し
て
の
各
種
都
市
機
能
の
効
用

を
最
大
限
に
高
め
る
た
め
の
施
策
を
県
に

要
望
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も

基
本
構
想
策
定
に
向
け
強
力
に
働
き
か
け

を
行
う
考
、
え
で
あ
る
。

小
規
模
工
業
団
地

計
画
を
質
す

{問】

本
市
地
場
産
業
の
振
興
策
と
し
て

小
規
模
工
業
団
地
を
計
画
し
て
い
る
と
聞

く
が
、
県
と
は
ど
の
よ
う
な
協
議
を
行
っ

て
い
る
か
、
ま
た
、
具
体
的
な
計
画
を
聞

き
た
い
。

【
答
】
小
規
模
工
業
団
地
は
、
本
市
地
場

産
業
の
振
興
の
た
め
必
要
な
施
策
と
考
、
之
、

市
内
南
部
調
整
区
域
に
適
地
を
選
定
し
地

元
と
交
渉
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

県
と
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
県
の
工
業

高
度
化
計
画
、
す
な
わ
ち
ク
リ
ス
タ
ル
パ

レ

l
構
想
、
サ
テ
ラ
イ
ト
計
画
な
る
も
の

が
指
導
さ
れ
て
い
る
。

本
市
と
し
て
は
、
今
後
造
成
し
よ
う
と

す
る
工
業
団
地
も
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
位
置
づ
け
、
有
機
的
関
連
を
持
と
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
県
の
助
成
を
要
請
し
、
ま
た
開
発

許
可
の
問
題
、
農
地
転
用
の
問
題
に
つ
い

て
も
県
と
十
分
協
議
を
し
て
い
く
考
え
で

ホ
り
ヲ
令
。

昭和60年 6月定例会質問要旨
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な
ど
包
括
医
療
を
推
進

第 66号

【問】

市
立
病
院
の
健
全
な
運
営
と
地
域

医
療
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
ど
う
考
、
え
て

い
る
か
。

【悠ニ

市
立
甲
府
病
院
は
、
明
る
く
魅
力

あ
る
大
叩
山
川
市
を
建
設
す
る
た
め
、
地
域
医

療
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
地
域
医
療

の
中
絞
病
院
と
し
て
位
置
づ
け、

行
政
と
地

域
住
民
と
の
接
点
に
た
っ
て
、
市
民
の
疾
病

予
防
、
健
康
管
理
、
治
療
な
ら
び
に
社
会
復

帰
等
い
わ
ゆ
る
包
括
医
療
に
積
極
的
に
取
り

組
む
考
え
で
あ
る
。
ま
た
地
元
医
師
会
と
の

連
併
を
図
る
な
か
で
、
放
急
医
療
等
医
師
会

事
業
に
も
防
相
極
的
に
参
画
し
て
来
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
病
院
問
題
研
究
会
の
提
言
に
も

あ
る
よ
う
に
、
数
急
医
療
に
於
て
は
、
二
次
数

(4) 

公
社
方
式
で
運
営

ー
下
水
汚
泥

コ
ン
ポ
ス
ト
事
業
|

【問】

下
水
道
汚
泥
コ
ン
ポ
ス
ト
事
業
を

公
社
化
し
た
理
由
と
運
営
の
見
通
し
、
コ

ン
ポ
ス
ト
の
重
金
属
対
策
を
示
せ
。

【答】

コ
ン
ポ
ス
ト
事
業
の
執
行
体
制
に

つ
い
て
は
、
直
営
、
民
間
委
託
、
公
社
の
三

形
態
を
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

販
売
処
分
に
弾
力
的
運
用
が
必
要
で
あ
り

現
行
の
制
度
で
は
難
か
し
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
製
品
に
対
す
る
行
政
責
任
の
確

保
等
、
諸
問
題
を
解
決
し
、
製
品
に
対
す

る
信
頼
性
及
び
機
動
的
な
販
売
促
進
を
図

る
た
め
、
職
員
十
六
名
を
も
っ
て
公
社
に

よ
る
運
営
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

甲府市議会だより

市
立
甲
府
病
院

健
康
管
理

リ
ハ
ビ
リ

lI[lf日60年 8月 1日

ま
た
公
社
の
運
営
は
、
甲
府
市
か
ら
出

摘
さ
れ
た
基
本
財
・
産
の
運
用
収
入
、
独
自

事
業
か
ら
得
ら
れ
る
販
売
収
入
な
ら
び
に

業
務
委
託
に
よ
る
受
託
収
入
等
に
よ
リ
運

営
す
る
予
定
で
あ
る
。

製
品
の
販
売
見
通
し
は
、
昭
和
五
十
九
年

中
に
実
施
し
た
モ
テ
ル
農
家
や
、
市
場
調
査

の
結
果
等
が
好
評
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら

販
売
に
は
明
る
い
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
。

コ
ン
ポ
ス
ト
の
重
金
属
対
策
は
製
品
化
を

進
め
る
う
え
で
の
最
重
要
な
課
題
で
あ
る
と

受
け
と
め
、
排
水
基
準
の
硲
保
に
つ
い
て
今

後
も
監
視
を
強
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
さ

ら
に
製
品
の
施
用
に
当
つ
て
の
土
壌
中
へ
の

蓄
積
、
農
作
物
へ
の
彬
響
等
今
後
も
引
続
き
、

山
梨
大
学
や
県
総
合
農
業
試
験
場
の
試
験
研

究
機
関
に
も
ご
協
力
を
頂
く
中
で
チ
ェ
ッ
ク

体
制
を
強
化
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

急
以
上
の
拠
点
と
し
て
の
整
備
充
実
を
図
り
、

検
査
部
門
に
お
け
る
臨
床
検
査
機
器
の
購
入
、

利
用
に
つ
い
て
の
提
携
や
検
診
業
務
に
つ
い

て
の
相
互
協
調
を
も
図
り
な
が
ら
、
厳
し
い

医
療
環
境
の
中
に
あ
っ
て
共
存
と
発
展
の
た

め
努
力
す
る
考
、
え
で
あ
る
。

ま
た
、
病
院
の
健
全
運
営
の
た
め
に
は

「
入
る
を
図
っ
て
出
ず
る
を
制
す
」
企
業

の
鉄
則
に
の
っ
と
り
、
経
営
商
の
安
定
を

図
る
と
と
も
に
、
公
共
性
に
つ
い
て
は
常

に
患
者
サ
ー
ビ
ス
を
前
提
に
、
不
採
算
医

療
は
一
般
会
計
か
ら
の
総
出
金
に
よ
り
行

政
の
負
担
区
分
を
明
確
化
し
な
が
ら
、
全

職
員
が
一
体
と
な
っ
て
、
課
せ
ら
れ
た
責

任
を
果
す
考
え
で
あ
る
。

千
代
田
地
区
に

上
水
道
施
設

六
十
二
年
三
月
給
水
開
始

【問】

千
代
田
地
区
へ

の
給
水
事
業
計
画

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
伺
い
た
い
。

芸
ニ

本
市
の
水
道
が
「
お
い
し
い
水
」

及
び
「
水
道
施
設
百
選
L

に
選
ば
れ
た
の

は
先
人
の
多
大
な
偉
業
で
あ
る
と
考
、
え
て

い
る
が
、
今
後
と
も
「
お
い
し
い
水
」
を
十

分
供
給
す
る
た
め
に
水
源
の
環
境
整
備
に

努
力
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

千
代
田
地
区
の
方
達
の
永
い
懸
案
で
あ

っ
た
飲
用
水
供
給
に
つ
い
て
は
、
無
水
源

簡
易
水
道
事
業
と
し
て
、
固
か
ら
補
助
を

受
け
、
昭
和
六
十
年
、
六
十
一
年
度
の
二

カ
年
計
画
で
行
う
予
定
で
あ
り
、
羽
黒
配

水
池
か
ら
白
山
峠
を
経
て
、
最
高
区
配
水

池
ま
で
の
高
低
差
四
六
三
メ
ー
ト
ル
に
ポ

ン
プ
ア
ッ
プ
施
設
を
七
カ
所
設
置
し
、
地

域
全
戸
を
給
水
区
域
と
す
る
も
の
で
あ
り

昭
和
六
十
二
年
三
月
に
給
水
開
始
す
る
予

定
で
あ
る
。

昭
和
六
十
年
六
月
定
例
会
提
出
議
案
と
内
容

市立甲府病院(外来受付)
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昭和60年 8月1日

都
市
緑
化
は
、

十
万
本
植
樹
作
戦

甲府市議会だより

{問】

都
市
緑
化
の
推
進
の
方
策
を
示
せ
、

ま
た
、
都
市
景
観
条
例
を
制
定
す
る
考
、
え

は
な
い
か
。

{
答
}
緑
化
対
策
と
し
て
は
、
公
共
施
設

へ
の
全
体
計
画
と
し
て
、
十
万
本
緑
化
作

戦
を
展
開
し
て
い
る
が
、
現
J
O
、
平
和
通

リ
の
街
路
樹
の
納
栽
を
は
じ
め
と
し
た
十

二
路
線
、
公
立
小
中
学
校
々
庭
や
公
営
住

宅
、
市
関
係
施
設
の
緑
化
整
備
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

将
来
に
向

つ
て
は
、
河
川
、
神
社
、
公

闘
を
「
核
と
な
る
社
」
、
民
間
工
場
や
商
百

に
は

「商
工
業
地
の
社
L

、
住
宅
団
地
、
生

知
一等
を

「
住
宅
地
の
社
」
お
よ
び
市
関
連

施
設
に
は

「
公
共
地
設
の
れ
」
を
造
成
す

る
計
画
で
あ
り
、
こ
れ
ら
各
稀
の
社
を
結

ぶ
幹
線
街
路
を
「
利
の

プ

ロ
ム
ナ
|
卜
」

と
位
置
づ
け
た
紋
化
事
業
を
約
一
極
的
に
進

め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
ま
た
緑
化
意
識

の
高
防
策
と
し
て
、

「み
ど
り
の
日
」
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「み
ど
り
の
窓
口
」
「
み
ど
り
の
写
真
、

絵
画
展
」
な
ど
緑
化
推
進
協
議
会
に
諮
り

検
討
し
た
い
。

ご
提
言
の
あ
っ
た
、
都
市
景
観
条
例
に

つ
い
て
、
甲
府
市
の
古
い
伝
統
と
、
近
代

的
都
市
と
し
て
の
環
境
を
う
ま
く
調
和
さ

せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
街
づ
く
り
の

中
で
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

が
、
条
例
制
定
に
は
い
く
つ
か
の
む
ず
か

し
さ
が
あ
る
の
で

、

「
新
し
い
街
づ
く

り
推
進
協
議
会
」
や
「
奥
行
き
の
あ
る
街

づ
く
り
策
定
委
員
会
」
の
中
で
検
討
し
て

行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

商
庖
街
振
興
策

七
夕
・

朝
市
等
に
助
成

平和通り

【問】

大
刑
t

庖
の
新
増
床
計
画
の
決
定
に

よ
っ
て
、
中
小
小
売
居
の
経
営
が
相
当
に

.
圧
迫
さ
れ
る
と
予
恕
さ
れ
る
が
、
そ
の
対

策
は
ど
う
か

【答】

今
回
の
大
引
屈
の
新
情
床
に
よ
り
、

中
小
小
売
業
者
の
抗
日
呂
環
境
は
、

一
層
厳

し
さ
を
消
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

中
小
小
売
何
へ

の
振
興
事
業
と
し
て
、
現

夜
、
商
問
術
で
実
施
し
て
い
る
七
夕
ま
つ

り
朝
市
等
に
つ
い
て
は
今
年
度
か
ら
助

成
す
る
こ
と
と
し
、
商
問
街
の
々
什
将
事
業

に
梢
…
鋭
的
に
助
成
を
行
い
、
商
広
街
の
活

刊
化
を
図
る
考
え
で
あ
る
。

ま
た
街
づ
く
り

の
モ
|
ル
化
計
画
等
に

つ
い
て
も
「
奥
行
さ
の
あ
る
ま
ち
づ
く
リ

策
定
委
員
会
」
の
提
言
等
を
ふ
ま
え
航
極

的
に
促
進
を
図
る
考
、
え
で
あ
る
。

な
お
、
現
人
引
什
副
さ
れ
て
い
る
駅
前
西

側
地
域
の
再
開
発
、
中
央
四
丁
目

E
地
区

内
開
発
に
つ
い
て
も
、
魅
力
あ
る
商
時
街

っ
く
り
と
し
て
指
呼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ま
た
地
盤
沈
下
し
て
い
る
中
心
部

に
お
い
て
は
、
車
両
誘
導
シ
ス
テ
ム
を
取

り
入
れ
て
、
来
街
者
の
増
加
を
図
り
、
商

業
の
活
性
化
を
図
る
考
え
で
あ
る
。

国
民
年
金
制
度

運
営
実
態
を
質
す

{問】

国
民
年
金
事
業
の
実
態
と
、
市
民

の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
方
策
は
何
か
、

ま
た
繰
上
げ
支
給
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か

【悠
ニ

本
市
に
お
け
る
国
民
年
金
の
被
保

険
者
は
四
万
二
千
六
百
九
十
名
、
拠
出
年

金
の
受
給
者
数
は
、
一
万
六
千
三
百
七
名

で
あ
る
。
ま
た
五
十
九
年
度
保
険
料
は
約

二
十
六
億
円
で
、
受
給
し
た
年
金
額
は
約

六
十
二
億
五
千
万
円
で
あ
る
。
最
近
、
保

険
料
の
高
額
化
と
制
度
に
対
す
る
疑
問
な

と
に
よ
り
、
保
険
料
の
未
納
者
が
増
加
傾

向
に
あ
り
、
制
度
運
営
に
一
段
と
き
び
し

さ
が
増
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
今
後
の

高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
各
年

金
制
度
を

二
冗
化
す
る
た
め
、
国
民
年
金

法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
来
年
四
月
か

ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ

ら
の
周
知
と
併
せ
制
度
に
対
す
る
市
民
の

理
解
を
得
る
べ
く
、
国
民
年
金
協
力
員
、

広
報
な
ら
び
に
地
域
の
説
明
会
を
通
し
て

P
R
に
努
力
す
る
考
、え
で
あ
る
。

ま
た
、
年
金
の
繰
上
げ
支
給
に
つ
い
て

は
、
年
金
が
左
後
の
生
活
の
支
え
と
な
っ

て
い
る

こ
と
か
ら
、
安
易
な
繰
上
げ
請
求

の
な
い
よ
う
、
窓
口
て

の
裁
定
請
求
の
際

や
、
年
金
相
談
、
広
報
な
ど
で
十
分
理
解

を
し
て
も
ら
う
よ
う
努
力
し
て
い
る
。

特
に
金
融
機
関
の
勧
誘
員
仁
よ
る
繰
上

げ
請
求
の
代
行
に
は
注
意
し
、
そ
の
取
扱
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全全 全 多

員員 貝 数

い
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
後
と
も
、
沼市
、
社
会
保
険
事
務

所
と
協
議
し
な
が
ら
対
処
し
た
い
。

反
対
討
論
要
旨

A'議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

現
在
本
市
の
市
民
が
談
会
を
維
持
す
る

た
め
に
負
担
し
て
い
る
市
民
負
担
は
全
国

の
県
庁
所
在
地
及
び
類
似
都
市
の
平
均
額

を
上
回
っ
て
お
り
引
上
げ

の
必
要
は
な
い
。

改
定
し
た
場
合
新
た
に
一
カ
月
百
八
十
万

円
の
経
費
か
必
要
と
な
る
、
こ
れ
は
議
員

定
数
削
減
に
道
を
ひ
ら
く

こ
と
に
も
な
る

の
で
本
条
例
案
に
反
対
す
る
。

A'川

γ
府
市
行
財
政
効
率
化
推
進
委
員
会
条

例
制
定
に
つ
い
て

本
市
に
は
す
で
に
「
総
合
計
画
推
進
市

民
委
員
会
」
が
あ
り
、
当
局
の
中
に
も
寸
行

革
対
策
委
員
会
」
が
あ
り
、
新
た
に
提
案

さ
れ
た
「
効
率
化
推
進
委
員
会
」
は
そ
の

任
務
が
重
複
す
る
。

市
民
本
位
の
「
簡
素

で
効
率
的
な
行
政
機
構
を
も
と
め
る
本
来

の
行
政
改
革
」
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
本
条
例
案
に
反
対
す
る
。

av
昭
和
六
十
年
度
甲
府
市
一
般
会
計
補
正

予
算
(
第
一
号
)

前
記
二
条
例
案
の
よ
う
な
内
容
を
含
む

一
般
会
計
補
正
予
算
に
は
反
対
す
る
。

A'財
産
の
取
得
に
つ
い
て

仮
称
市
立
西
部
中
学
校
の
買
収
用
地
に

は
、
「
公
衆
用
道
路
L

が
含
ま
れ
て
お
リ
、

こ
れ
は
本
来
無
償
の
も
の
で
あ
る
。
万

一

買
収
す
る
場
合
で
も
単
価
に
つ
い
て
は
、

扇
平
な
土
地
を
四
角
い
宅
地
並
み
に
評
価

す
る
の
は
正
し
く
な
い
。



(6) 

議
案
第
五
八
号
議
会
の
議
員
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、
特
別
職

報
酬
等
審
議
会
の
答
申
に
基
づ
き
、
議
会

活
動
の
増
大
と
複
雑
専
門
化
に
伴
う
議
員

の
職
責
の
重
要
性
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、

類
似
都
市
の
実
情
を
勘
案
し
報
酬
を
改
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、
委
員
か
ら

県
庁
所
在
地
及
び
類
似
都
市
と
比
べ
市
民

一
人
当
り
の
議
会
費
の
平
均
値
は
現
在
で

も
本
市
は
高
く
、
引
上
げ
の
根
拠
は
な
い
。

ま
た
、
現
在
の
報
酬
で
十
分
議
会
活
動
は

賄
え
る
。
さ
ら
に
引
上
げ
額
は
五

・
二
人

の
報
酬
分
に
相
当
し
、
こ
の
分
議
員
定
数

を
削
減
す
る
な
ら
ば
議
会
制
民
主
主
義
の

根
幹
に
も
係
わ
る
問
題
に
も
な
り
本
改
定

に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
あ
り
、
ま
た
、

議
員
の
責
務
と
し
て
市
民
の
期
待
感
を
再

認
識
し
当
面
す
る
行
財
政
対
策
に
つ
い
て

も
積
極
的
に
取
組
む
姿
勢
を
自
ら
も
貫
ぬ

く
べ
き
で
あ
る
旨
の
賛
成
意
見
も
あ
り
ま

し
た
。

議
案
第
五
九
号
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て
、
議
案
第
六

O
号
特
別
職
の
職
員
で

常
勤
の
も
の
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
、
議

案
第
六
一
号
教
育
長
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て
の
三
案
は
、
い
ず
れ
も
特
別
職
報
酬
等

第 66号

委
員
会
審
査
の、王

総
務
委
員
会

甲府市議会だより昭和60年 8月 1日

な

'*' 官・

内

審
議
会
の
答
申
に
基
づ
き
そ
の
職
責
の
重

要
性
等
を
勘
案
し
、
ま
た
一
般
職
の
職
員

の
給
料
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
報
酬
並
び

に
給
料
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
が
、
委
員
か
ら
特
別
職
の
職
員
で

常
勤
の
も
の
の
給
料
額
に
つ
い
て
特
に
三

役
の
額
は
一
般
職
の
額
を
大
幅
に
上
ま
わ

り
職
務
と
責
任
に
対
応
す
る
給
与
と
し
て

取
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
が
、

将
来
に
わ
た
り
正
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。

従
っ
て
、
必
要
以
上
の
引
上
げ
は
好
ま
し

く
な
く
、
報
酬
審
等
に
お
い
て
も
将
来
の

検
討
課
題
と
し
て
ほ
し
い
と
す
る
要
望
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
六
五
号
甲
府
市
行
財
政
効
率
化

推
進
委
員
会
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、
法

に
基
つ
く
公
的
な
附
属
機
関
と
し
て
よ
り

多
く
の
市
民
各
層
の
意
見
を
き
き
、
行
政
，

の
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
か
ら
あ
く

ま
で
本
市
独
自
の
委
員
会
設
置
で
あ
る
と

の
考
え
方
が
当
局
か
ら
一
不
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
に
対
し
市
政
を
網
羅
し
た
総
合
計
画

推
進
市
民
委
員
会
が
す
で
に
設
置
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
の
充
実
で
十
分
で
あ
る
。
ま

た
市
議
会
に
行
財
政
調
査
特
別
委
員
会
も

設
置
を
さ
れ
て
い
る
の
で
、
新
た
に
設
置

を
す
る
理
由
が
な
い
と
の
反
対
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。

議
案
第
七
二
号
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

は
用
地
取
得
担
当
の
組
織
の
あ
り
方
と
責

任
体
制
の
明
確
化
、
土
地
開
発
公
社
の
果

た
す
役
割
等
々
用
地
取
得
組
織
機
能
の
充

実
強
化
を
検
討
す
る
こ
と
、
学
校
用
地
取

得
に
当

つ
て
は
文
部
省
基
準
を
充
足
す
る

ょ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。
開
発
計
画

に
伴
う
公
共
用
地
の
本
市
帰
属
の
問
題
に

つ
い
て
も
法
律
的
に
対
処
し
て
い
く
こ
と

等
々
要
望
す
る
意
見
も
出
さ
れ
、
当
局
か

ら
組
織
整
備
の
中
で
用
地
取
得
業
務
の
あ

り
方
に
つ
い
て
土
地
開
発
公
社
白
か
ら
も
、

ま
た
企
画
部
と
し
て
も
ど
う
あ
る
べ
き
か

を
早
急
に
精
力
的
に
研
究
検
討
し
て
い
く

姿
勢
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
本
来
公
衆
用

道
路
は
無
償
提
供
す
べ
き
で
あ
り
、
買
収

に
は
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
五
三
号
昭
和
六
十
年
度
甲
府
市

一
般
会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
)
中
当
委

員
会
所
管
分
に
つ
い
て
、
甲
府
市
国
際
親

交
委
員
会
補
助
金
に
関
連
し
委
員
か
ら
、

中
学
生
、
高
校
生
の
成
都
市
派
遣
助
成
金

が
少
額
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

民
生
委
員
会

議
案
第
八
四
号
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
(
甲
府
市
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

埋
立
処
分
地
造
成
工
事
)
及
び
議
案
第
八

五
号
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
(
甲
府

市
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
浸
出
液
処
理

施
設
建
設
工
事
)
の
二
案
に
つ
い
て
は
、

当
局
か
ら
今
回
建
設
予
定
の
最
終
処
分
場

埋
立
処
分
地
の
公
害
防
止
に
は
万
全
を
期

し
て
い
る
が
、
今
後
な
お
一
層
地
元
住
民

に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
環
境
保
全
に

努
め
て
い
く
旨
の
姿
勢
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
第
五
三
号
昭
和
六
十
年
度
甲
府
市

一
般
会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
)
中
当
委

員
会
所
管
分
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
保
育

料
軽
減
措
置
を
市
民
へ
周
知
徹
底
し
、
あ

わ
せ
て
公
立
保
育
所
の
経
営
改
善
に
関
し
、

民
間
活
力
の
導
入
も
含
め
そ
の
あ
り
方
を

再
検
討
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

鵠
澱
委
員
会

議
案
第
五
七
号
昭
和
六
十
年
度
甲
府
市

土
地
区
画
整
理
事
業
用
地
先
行
取
得
事
業

特
別
会
計
予
算
及
び
議
案
第
六
七
号
甲
府

市
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て
は
、
委
員
よ
り
用
地
を

先
行
取
得
し
た
場
合
の
減
歩
に
つ
い
て
質

し
た
の
に
対
し
、
当
局
か
ら
七
五

0
0平

方
メ
ー
ト
ル
を
先
行
取
得
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
初
計
画
の
減
歩
率
一
二
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
さ
れ

る
見
込
み
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

水
道
委
員
会

議
案
第
五
四
号
昭
和
六
十
年
度
甲
府
市

下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
(
第
一

号
)
に
つ
い
て
は
ま
ず
当
局
か
ら
、
下
水

汚
泥
の
資
源
化
処
理
及
び
そ
の
処
分
を
す

る
た
め
の
公
社
設
立
の
必
要
性
に
つ
い
て
、

下
水
道
の
普
及
に
伴
い
発
生
汚
泥
量
が
年

々
増
加
し
、
埋
立
処
分
等
の
方
法
が
限
界

に
達
し
た
た
め
資
源
化
を
図
り
、
そ
の
有

効
利
用
と
処
理
処
分
体
制
の
確
立
を
期
す

こ
と
と
し
、
検
討
の
結
果
資
源
化
さ
れ
た

製
品
の
流
通
商
を
考
慮
す
る
と
、
公
益
性

と
企
業
性
を
併
せ
も
っ
た
財
団
法
人
が
適

切
で
あ
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
そ
の
運
用
組
織

と
事
業
計
画
ま
た
製
品
の
品
質
管
理
の
研

究
な
ら
び
に
流
通
体
制
、
さ
ら
に
こ
の
事

業
に
お
け
る
行
政
の
責
任
範
囲
等
を
質
し

た
の
に
対
し
当
局
か
ら

一
、
組
織
機
構
は
理
事
長
ほ
か
役
員
八
名

及
至
十
名
、

成
す
る
。

一
、
事
業
計
画
は

コ
ン
ポ
ス
ト
施
設
の
運

転

・
管
理
及
び
製
品
の
普
及
・
販
売
、

下
水
汚
泥
の
資
源
化
に
係
る
調
査

・
研

究
等
と
し
六
十
年
度
は
九
万
袋
を
生
産

す
る
。

一
、
製
品
の
管
理
等
に
つ
い
て
は
総
用
先

の
土
壌
チ
ェ
ッ
ク
を
お
こ
な
い
、
そ
の

影
響
と
肥
効
研
究
を
進
め
る
。

一
、
流
通
体
制
は
農
協

・
商
社
等

へ
の
卸

売
、
一
般
利
用
者
へ
の
小
売
に
よ
る
二

系
統
方
式
と
し
、
製
品
の
卸
売
価
格
は

二
百
円
位
、
小
売
価
格
は
三
百
五
十
円

位
を
基
準
に
検
討
し
て
い
く
。

一、

コ
ン
ポ
ス
ト
事
業
に
対
す
る
最
終
責

任
は
行
政
が
も
つ
こ
と
で
公
社
の
運
営

を
円
滑
に
し
て
い
く
。

と
の
考
、
え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
委
員
か
ら
、
公
社
の
健
全
経

営
を
図
る
た
め
理
事
長
は
市
の
最
高
幹
部

を
起
用
し
、
ま
た
、
無
料
の
試
験
用
製
品

は
重
点
的
配
布
に
よ
り
順
次
減
量
さ
せ
販

売
量
の
増
加
、
公
平
性
の
確
保
に
努
め
る

よ
う
要
望
す
る
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

職
員
十
六
名
を
も
っ
て
構

表
彰
お
め
で
と
う

こ
の
た
び
、
第
五
十
一
団
関
東
市
議
会

議
長
会
並
び
に
第
六
十
一

回
全
国
市
議
会

議
長
会
定
期
総
会
に
お
い
て
、

小
沢
政
春
、

早
川
光
園
、
原
田
正
八
郎
、
塩
野
褒
明
、

小
林
匡
議
員
が
議
員
と
し
て
十
年
以
上
在

職
し
、
地
方
自
治
振
興
の
た
め
尽
力
さ
れ

た
功
績
に
対
し
表
彰
さ
れ
、
六
月
定
例
会

の
冒
頭
、
本
会
議
場
で
議
長
か
ら
表
彰
状

の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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採
択
さ
れ
た
も
の

(
総
務
委
員
会
〕

O
昭
和
六
十
一
年
度
以
降
の
国
庫
補
助
金

等
の
一
律
一
割
削
減
反
対

(自
治
労
山
梨

県
本
部
甲
府
市
職
支
部
執
行
委
員
長

・
金

品川

虫

忠

一

)

継
続
審
査
す
る
も
の

〔総
務
委
員
会
)

O
甲
府
市
議
会
議
員
定
数
削
減
に
関
す
る

市
条
例
の
制
定

(行
財
政
改
革
推
進
甲
府

市
民
会
議
会
長
・

小
林
茂
)

O
国
家
機
密
法
制
定
反
対
の
意
見
書
提
出

(国
家
機
密
法
阻
止
山
梨
県
連
絡
会
・
寺

島
勝
洋
)

O
国
鉄
の
分
割
・
民
営
化
反
対

(山
梨
県

交
通
運
輸
労
働
組
合
協
議
会
議
長
・
宮
坂
要
)

o
甲
府
市
議
会
議
員
の
定
数
削
減
反
対

一
請
願
• 
陳
情
の
審
査
結
果

11111 

11111 

甲府市議会だより

(甲
府
市
学
校
地
区
労
連
合
協
議
会
代
表

者
・
志
村
秀
明
ほ
か
)

O
大
型
間
接
税
導
入
の
と
り
や
め
を
求
め

る
意
見
書
提
出

(
大
別
間
接
税
導
入
反
対

山
梨
県
民
会
議
代
表
委
員

・
内
藤
美
茂
)

O
政
党
法
制
定
に
反
対
す
る
意
見
書
提
出

(
政
党
法
制
定
に
反
対
す
る
山
梨
県
連
絡

会
議
代
表
委
員
・
寺
島
勝
洋
)

O
政
党
法
制
定
に
反
対
す
る
意
見
書
採
択

(
新
日
本
婦
人
の
会
甲
府
支
部
代
表

・
中

野
朱
実
校
)

O
石
和
町
内
へ
の
日
本
中
央
競
馬
会
場
外

勝
馬
投
票
券
発
売
所
設
置
反
対

(
東
八
代

郡
労
働
組
合
協
議
会
議
長

・
望
月
紀
雄
)

O
議
員
定
数
減
数
条
例
の
制
定
等

(
甲
府

市
の
行
財
政
改
革
推
進
を
求
め
る
市
民
の

会
々
長
・
山
中
繁
芳
ほ
か
)

O
議
員
定
数
削
減
に
関
す
る
条
例
制
定

(
社
団
法
人
甲
府
青
年
会
議
所
理
事
長

・

六
十
一
年
度
以
降
の
国
庫
補
助
金
等
の

一
律
一
割
削
減
反
対
に
関
す
る
意
見
書

第 66号

第
一

O
二
国
会
で
成
立
し
た
「
国
の
補

助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
並
び
に
臨
時

特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
は
昭
和
六
十
年

度
一

年
限
り
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
国
会

に
お
け
る
審
議
を
つ
う
じ
、
政
府
答
弁
で

は
国
の
財
源
難
が
続
く
限
り
恒
久
化
し
た

い
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
ま
す
。

今
回
の
補
助
金
だ
け
を
一
律
に
削
減
す

るほ
M

置
は
、
地
方
へ
の
負
似
転
嫁
に
す
ぎ

ず
同
と
地
方
と
の
信
頼
関
係
を
緩
い
、
地

(7) 

方
公
共
団
体
の
財
政
を
不
当
に
圧
迫
し
、

事
業
の
推
進
に
重
大
な
支
障
を
来
た
す
も

の
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
甲
府
市
議
会
は
政
府
に
対
し
て
、

本
法
律
は
六
十
年
度
限
り
の
暫
定
措
置
と

す
る
こ
と
、
ま
た
固
と
地
方
の
事
務
配
分

及
び
こ
れ
に
伴
う
費
用
分
担
に
つ
い
て
は

地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
、

抜
本
的
に
見
直
す
よ
う
焼
く
要
望
い
た
し

ま
す
。

成
沢
秀
仁
)

O
議
員
定
数
削
減
反
対

(新
日
本
婦
人
の

会
甲
府
支
部
代
表
・
田
中
八
重
子
)

〔民
生
委
員
会
〕

O
老
人
保
健
法
を
改
め
、
老
人
医
療
無
料

制
度
の
復
活
、
拡
充

(新
日
本
婦
人
の
会

甲
府
支
部
代
表
・
中
野
朱
実
枝
)

〔
建
設
経
済
委
員
会
〕

O
中
小
企
業
専
任
大
臣
設
置

(
山
梨
県
商

工
協
会
代
表
者
・
堀
内
道
春
)

O
城
東
地
区
区
画
整
理
事
業
計
画
及
び
調

査
反
対

(
叩
府
市
城
東
三
丁
目
十
六
番
十

六
号

・
小
佐
野
総

一
郎
ほ
か

)

O
大
型
底
の
出
庖
規
制
及
び
営
業
時
間
の

短
縮
等

(丸
福
青
果
商
業
協
同
組
合
理
事

長

・
広
瀬
正
留
ほ
か
)

O
舞
鶴
公
園
通
り
建
設
整
備
と
公
園
整
備

再
開
発

(舞
鶴
公
園
通
り
建
設
整
備
委
員

会
々
長

・
深
山
敏
)

川
川
陳
品
川
川

継
続
審
査
す
る
も
の

〔
総
務
委
員
会
〕

O
学
校
給
食
の
民
問
委
託

(
山
梨
県
給
食

協
会
々
長

・
吉
川
忠
利
ほ
か
)

O
相
生
地
区
生
活
環
境
整
備
(
相
生
地
区

自
治
会
連
合
会
々
長

・
田
中
新
太
郎
ほ
か
)

〔
民
生
委
員
会
〕

O
病
院
給
食
の
民
問
委
託

(
山
梨
県
給
食

協
会
々
長

・
吉
川
忠
利
ほ
か
)

撤
回
さ
れ
た
も
の

〔
建
設
経
済
委
員
会
〕

O

フ
ァ
ミ
リ
コ
マ

l
ト
相
生
届
出
庖
阻
止

(
フ
ァ
ミ
リ
コ
7

卜
相
生
庖
出
庖
阻
止

対
策
協
議
会
代
表

・
田
村
和
男
ほ
か
)

¥

叩
府
市
議
会
は
、
議
員
個
々
の
暑
中
見
舞
状
に
つ
い
て
、
/

一
自
粛
す
る

こ
と
に
申
し
合
せ
ま
し
た
の
で
誠
に
勝
手
な
が

一

/
ら
市
民
の
皆
様
の

こ
理
解
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

¥

本
会
議
は
、
皆
さ
ん
の
代
表
で
あ
る
議

員
の
鴻
動
や
、
市
政
の
方
針
、
審
査
状
況

を
直
接
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
傍

聴
手
続
は
直
接
議
場
に
来
て
い
た
だ
き
、

傍
聴
人
受
付
簿
に
自
己
の
住
所
、
氏
名
及

び
年
齢
等
を
記
入
す
る
だ
け
で
ど
な
た
で

も
傍
聴
出
来
ま
す
。

次
の
定
例
会
は
、
九
月
の
予
定
で
す
。

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
お
越
し
く
だ
さ
い
。

編

集

後

記

圃
今
年
は
甲
府
空
襲
か
ら
四
十
年
、
現
在

の
発
展
は
先
人
の
た
え
ま
ざ
る
努
力
の
結

果
で
あ
り
、
戦
争
の
惨
禍
を
繰
返
さ
な
い

と
の
願
い
を
こ
め
て
、
甲
府
市
で
は
「
核

兵
器
廃
絶
平
和
都
市
」
を
宣
言
し
て
い
ま

す
。
議
会
と
し
て
も
平
和
を
守
る
た
め
今

後
と
も
引
続
き
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

圃
本
号
か
ら
私
共
編
集
委
員
も
新
し
い
委

員
で
編
集
に
当
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
な
お
一
層
親
し
み
ゃ
す
い
紙

面
づ
く
り
に
、
編
集
委
員
一
同
心
が
け
て

ま
い
り
ま
す
。

六月機会の傍聴風景

市
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

編
集
委
員
長

小

林

康

作

川

副

委

員

長

塩

野

褒

明

H

委

員

川

名

正

剛

H

村

山

二

永

H

中

込

孝

文

堀

内

征

治

清

水

節

子

剣

持

庸

雄

岡

田

修

" " " " 
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事
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